
表３：現行と新制度の月例賃金の比較 （東日本40歳一般1級Ｃ評価モデル賃金） 　　　　単位：円

年齢（歳） ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ 52～60

資格賃金 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660 181,660

成果加算 83,680 88,920 94,160 99,400 104,640 109,880 115,120 120,360 125,600 130,840 136,080 141,320 146,160

成果手当 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890

月例賃金 321,230 326,470 331,710 336,950 342,190 347,430 352,670 357,910 363,150 368,390 373,630 378,870 383 ,710

年齢（歳） ４０ ４１ ４２ ４３ ４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ 50～60

資格賃金 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161, 100

加給 86,200 88,660 91,120 93,580 96,040 98,500 100,960 103,420 105,880 108,340 110, 600

成果手当 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890 55,890

職務評価 10,520 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460

暫定手当 7,520 7,520 5,640 3,760 1,880 0 0 0 0 0 0

月例賃金 321,230 322,630 323,210 323,790 324,370 324,950 327,410 329,870 332,330 334,790 337, 050

現
行
制
度

新
制
度 月例賃金は、

46,660円減額、
年間で56万円減

基準内賃金は現

行の41歳水準。
ボーナス年５か月

分で28万円減

表１：成果加 算（現行制度） の昇給額と上限額 　 　　 単位：円

資格等級 A評価 B評価 C評価 D評価 上限額

一般2級 10,470 9,720 7,830 0

▲2,620
146,160

10,740 9,370 5,240一般1級～エキスパート1級

表２： 加給(新制度）の昇給額と上限額        単位：円

212,700円以上 242,200円以上

242,200円未満 271,700円未満

Ａ評価 8,440 7,380 5,660
エキスパート B評価 5,900 4,920 3,220
資格３級 C評価 4,220 2,460 2,150

D評価 　▲2,110 　▲1,230 　▲1,070
Ａ評価 8,440 7,380 5,660

一般資格 B評価 5,900 4,920 3,220
　１級 C評価 4,220 2,460 2,150

D評価 　▲2,110 　▲1,230 　▲1,070
Ａ評価 8,440 7,380

一般資格 B評価 5,900 4,920
　２級 C評価 4,220 2,460

D評価 0 0

110,600

121,440

91,160

上限額
271,700円以上

昇給直前の資格賃金と加給

資格等級 評価

図１：賃金制度改悪のイメージ
（東日本40歳一般1級C評価モデル）

現行制度  新制度

資格賃金
181,660円

資格賃金
161,100円

成果加算
83,680円

加　給
86,200円

地域加算手当

成果手当
55,890円

50歳代で
年収80～
100万円
減額

　
基

準
内
賃
金

60歳超の賃金財源

職務評価手当等

地域加算手当

基
準
内

賃
金

成果手当
55,890円
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賃
金
制
度
改
悪
案
は
次
の
よ

う
な
内
容
で
す
。

①
基
準
内
賃
金
が
減
額
さ
れ
ま

す
。
資
格
賃
金
は
約
２
万
円

減
。
地
域
加
算
手
当
（
東

京

23
区
内
在
勤
者
の
み
支

給
）
が
基
準
外
賃
金
に
な
り

ま
す
（
図
１
）
。

②
減
額
の
一
部
を
「
暫
定
手
当
」

と
し
て
補
填
し
ま
す
。

③
表
２
の
加
給
の
昇
給
額
は
、

40
歳
一
般
１
級
Ｃ
評
価
の

場
合
、
２
、
４
６
０
円
と
、

現
行
の
Ｃ
評
価
昇
給
額
５
、

２
４
０
円
（
表
１
）
に
く

ら
べ
半
分
以
下
に
な
り
ま
す
。

④
加
給
の
上
限
額
を
低
く
し
、

基
準
内
賃
金
を
お
さ
え
る
よ

う
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

⑤
成
果
手
当
は
、
現
行
と
同
じ

金
額
で
す
。

40
歳
以
降
の
一
般
１
級
Ｃ

評
価
の
試
算
結
果
は
、
表
３
の

と
お
り
で
す
。

資
格
賃
金
の
減
額
、
加
給
の

昇
給
額
の
激
減
、
さ
ら
に
加
給

の
上
限
額
が
約

11
万
円
と
低

い
設
定
の
た
め
、
改
悪
後
の
基

準
内
賃
金
は
現
行
の

41
歳
水

準
で
、
月
例
賃
金
は
現
行
の

43
歳
水
準
で
、
そ
れ
ぞ
れ
頭

打
ち
と
な
り
ま
す
。

52
歳
時
点
で
現
行
と
比
べ
、

月
例
賃
金
は
年
間
で

56
万
円
、

ボ
ー
ナ
ス
は
年
間
５
か
月
と
し

て

28
万
円
、
合
計
（
年
収
）

で

84
万
円
・

13
％
強
、
減
額

さ
れ
ま
す
（
表
３
）
。

地
域
加
算
手
当
が
基
準
外
賃

金
と
な
る
た
め
、
一
般
１
級
で

ボ
ー
ナ
ス
が
年
間
５
か
月
支
給

の
場
合
は
、
さ
ら
に

13
万
円

減
と
な
り
、
東
京

23
区
内
在

勤
者
は
年
収
で

97
万
円
・

15

％
強
の
減
額
と
な
り
ま
す
。

41
歳
以
降
の
方
も
、
暫
定

手
当
（
補
填
分
）
の
金
額
が

変
わ
る
だ
け
で

50
歳
代
は
表

３
の
金
額
の
と
お
り
で
す
。

み
ん
な
で
、
あ
き
ら
め
ず
改

悪
案
の
撤
回
を
求
め
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

30
歳
代
か
ら
賃
金
を
減
ら
し
60
歳
超
の
賃
金
財
源
に
す
る
改
悪
案
に
つ
い
て
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本

は
９
月
上
旬
、

40
歳
一
般
１
級
の
賃
金
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
も
と
に
試
算
す
る
と
、

50
歳
代
年
収
で
約
80
万
～
100
万
円
の
減
収
に
な
り
ま
す
。
制
度
大
改
悪
に
反
対
し
ま
し
ょ
う
。

教
育
費
な
ど
が

か
さ
む
時
期
に

資
格
賃
金
を
減
額
、
昇
給
額
は
激
減

基
準
内
賃
金
、
現
行
の
41
歳
水
準
で
頭
打
ち

23
区
在
勤
者
は
年
収
97
万
円
・15
％
強
の
減
額



　 表 ４： 所 得 税 率の 推 移

1974年～ 1987年～ 1999年～ 2007年～

60万円 150万円 330万円 195万円

以下10％ 以下10.5％ 以下10％ 以下5％

300万円 300万円 330万円 195万円

超　21％ 超　20％ 超　20％ 超　10％

600万円 600万円 900万円 330万円

超　30％ 超　30％ 超　30％ 超　20％

800万円 800万円 1800万円 695万円

超　38％ 超　35％ 超　37％ 超　23％

1200万円 1200万円 900万円

超　46％ 超　45％ 超　33％

3000万円 3000万円 1800万円

超　60％ 超　55％ 超　40％

8000万円 5000万円

超　75％ 超　60％

（注）1974年と1987の税率は一部略

最
高
税
率
を
半
減

所
得
税
率
は
、

70
年
代
は

最
高
税
率
が

75
％
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

89
年
の
消
費

税
導
入
前
後
か
ら
、
累
進
課

税
の
仕
組
み
が
弱
め
ら
れ
、

99
年
に
は
最
高
税
率
は

37
％

と
半
減
し
ま
し
た
。
し
か
も

年
間
所
得
が
数

10
億
円
以
上

の
人
と
900
万
円
台
の
人
と
、

税

率

は

余

り

変

わ

ら

な

い

（
表
４
）
、
あ
か
ら
さ
ま
な

金
持
ち
優
遇
税
制
で
す
。

住
民
税
は
一
律
10
％

住
民
税
は
所
得
額
に
よ
っ

て

14
区
分
だ
っ
た
も
の
を
、

89
年
に
３
区
分
（
200
万
円
以

下
５
％
、
700
万
円
以
下

10
％
、

700
万
円
超

13
％
）
と
な
り
ま

し
た
。

さ
ら
に

07
年
か
ら
一
律

10

％
の
フ
ラ
ッ
ト
化
。
つ
ま
り
、

年
間
所
得
が
数

10
億
円
の
人

と
も
数
百
万
円
の
人
も
同
じ

税
率
と
な
っ
た
の
で
す
。

ス
ト
ッ
プ
金
持
ち
優
遇

こ
う
し
て
、
税
金
に
よ
る

所
得
の
再
分
配
機
能
は
な
く

な
り
、

91
年
度

26
兆
７
千
億

円
あ
っ
た
税
収
は

09
年
度
は

12
兆
８
千
億
円
へ
と
半
減
し

た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

累
進
課
税
の
仕
組
み
に
も

ど
せ
ば
、
消
費
税
率
の
引
き

上
げ
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｎ
関
労
は
、
自
宅
パ
ソ
コ

ン
の
自
主
点
検
な
ど
の
問
題

で

、

Ｎ
Ｔ

Ｔ

の

法

律

違

反

（
不
誠
実
団
交
や
組
合
間
差

別
）
を
中
央
労
働
委
員
会
に

訴
え
争
っ
て
い
ま
す
。

50
歳
退
職
・
再
雇
用
制
度

に

関

す

る

会

社

側

の

反

論

（
陳
述
書
）
で
は
、
退
職
・

再
雇
用
者
は
経
済
的
に
も
メ

リ
ッ
ト
を
受
け
た
と
、
呆
れ

は
て
た
主
張
を
次
の
よ
う
に

展
開
し
て
い
ま
す
。

①
退
職
・
再
雇
用
制
度
は
、

退
職
金
が
前
払
い
さ
れ
る
た

め
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
一
括
返

済
で
金
利
負
担
額
を
軽
減
、

多
角
的
に
運
用
す
る
こ
と
に

よ
り
運
用
益
を
享
受
。

②
退
職
・
再
雇
用
者
は
、

勤
務
地
県
を
選
択
で
き
、

60

歳
満
了
型
に
比
べ
る
と
経
済

的
に
も
（
遠
隔
地
異
動
が
な

い
）
、
精
神
的
に
も
相
当
の

メ
リ
ッ
ト
を
享
受
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
＝
「
Ｎ
関
労
い

ば
ら
き
」

12
年
９
月
号
よ
り

私
た
ち
は
３
月
の
交
渉
で
、

特
に
溜
ま
り
水
な
ど
に
よ
っ

て
放
射
線
量
が
高
く
な
る
可

能
性
の
あ
る
Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
マ
ン

ホ
ー
ル
を
は
じ
め
施
設
内
の

放
射
線
量
の
測
定
結
果
を
公

表
し
、
社
員
の
安
全
に
万
全

を
期
す
よ
う
申
入
れ
ま
し
た
。

し

か
し

、

Ｎ

Ｔ

Ｔ

は
、

「
昨
年

12
月
に
『
汚
染
状
況

重
点
調
査
地
域
』
が
指
定
さ

れ
た
。
市
区
町
村
が
除
染

の
計
画
を
た
て
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
や
っ

て

い
く
」
な
ど
と
の
不
誠
実

な
回
答
に
終
始
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
私
た
ち
は
、

千

葉
県
下
の
放
射
線
量
の
計
測

を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｎ

Ｔ
Ｔ
流
山
ビ
ル
敷
地
内
の
地

表
面
は
毎
時
1.6
～
2.0μ

Sv

で
し
た
。

こ
の
他
、
柏
ビ
ル
と
我

孫
子
ビ
ル
の
敷
地
内
の
地
表

面
で
も
、
労
働
安
全
衛
生
法
・

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則

で
謳
わ
れ
て
い
る
、
必
要
の

あ
る
者
以
外
の
立
ち
入
り
を

禁
止
し
て
い
る
「
放
射
線
管

理
区
域
」
の
放
射
線
量
・
毎

時
0.6μ

Sv
を
超
え
る
放
射
線

量
が
検
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
結
果
を
も
と
に

10
月

の
交
渉
で
は
、
①
自
治
体
と

連
携
し
て
３
ビ
ル
の
除
染
等

の
措
置
。

②
特
に
、
マ
ン
ホ
ー
ル
内

の
よ
う
な
筒
型
に
な
っ
た
場

所
で
の
作
業
は
、
放
射
性
物

質
が
舞
っ
て
大
量
に
体
内
に

取
り
込
ま
れ
る
恐
れ
が
あ
る

た
め
、
ま
ず
福
島
県
下
の
マ

ン
ホ
ー
ル
等
の
放
射
線
量
測

定
を
緊
急
に
行
な
う
こ
と
、

な
ど
を
申
し
い
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本

は
、
ま
っ
た
く
聞
く
耳
を
も

た
ず
怒
り
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。
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「
戦
い
の
高
揚
感
は
し
ば

し
ば
致
命
的
な
中
毒
と
な
る
。

戦
争
は
麻
薬
だ
か
ら
・
・
」

そ
ん
な
ク
レ
ジ
ッ
ト
で
始
ま

る
こ
の
作
品
は
、
イ
ラ
ク
で

現
在
進
行
し
て
い
る
戦
争
を

描
き
、
女
性
監
督
が
撮
っ
た

と
は
と
て
も
思
え
な
い
ハ
ー

ド
で
タ
フ
な
作
品
で
す
。

登
場
す
る
兵
士
た
ち
の
任
務
は
爆
発

物
の
処
理
。
死
亡
率
は
一
般
兵
士
の
５

倍
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
作
品
に
は
派
手
な
戦
闘
シ
ー
ン

は
登
場
し
ま
せ
ん
。
灼
熱
の
太
陽
の
下
、

宇
宙
服
の
よ
う
な
爆
発
物
処
理
用
ス
ー

ツ
を
ま
と
い
、
車
両
爆
弾
や
死
体
爆
弾
、

生
き
た
人
間
に
巻
き
つ
け
ら
れ
た
爆
発

物
や
地
雷
爆
弾
等
々
を
処
理
す
る
兵
士

の
姿
を
望
遠
レ
ン
ズ
と
手
持
ち
カ
メ
ラ

で
捉
え
ま
す
。

登
場

す
る

兵

士
た
ち

に
特

別

な
物
語

も
劇

的

な
展
開

も
あ

り

ま
せ
ん
。

日
常
は
同
じ
毎
日
の
繰
り
返
し
。
そ

ん
な
日
々
が
一
定
の
距
離
感
を
持
っ
て

描
か
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
死
と
隣
り

合
わ
せ
、
一
瞬
た
り
と
も
気
の
休
ま
る

こ
と
の
な
い
兵
士
の
姿
が
的
確
に
描
か

れ
て
い
ま
す
。

こ
の
作
品
に
は
明
確
な
政
治
的
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
分

た
ち
の
正
義
を
押
し
付
け
、
あ
り
も
し

な
い
大
量
破
壊
兵
器
を
で
っ
ち
上
げ
イ

ラ
ク
戦
争
を
泥
沼
化
さ
せ
中
東
の
利
権

に
群
が
る
死
神
の
姿
が
見
え
隠
れ
し
ま

す
。

Ｄ
Ｖ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
可

（
み
）

映画紹介 29

ハ
ー
ト
・
ロ
ッ
カ
ー

08
年

ア
メ
リ
カ

税
率
を
元
に
戻
せ
ば

消
費
税
増
税
は
必
要
ナ
シ

50
歳
退
職
・
再
雇
用
者
は
経
済
的
に
も

相
当
な
メ
リ
ッ
ト
を
受
け
た
―
Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本

流山ビル

正門脇で

毎時２μSv

マンホールなどの
放射線量の測定を

千葉県下のＮＴＴビル敷地内で
労働安全衛生法の「放射線管

理区域」を超す放射線量


